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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
八
号

東
京
都
景
観
条
例
（
平
成
十
八
年
東
京
都
条
例
第
百
三
十
六
号
）

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
選
定
歴
史
的
建
造
物

の
選
定
を
解
除
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

例
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

東
京
都
選
定
歴
史
的
建
造
物
の
名
称
等

名

称

構
造
及
び
規
模

所

在

地

市
政
会
館
・
日
比

谷
公
会
堂

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
、
地
上

六
階
塔
屋
四
階
地

下
一
階
建

千
代
田
区
日
比
谷
公
園

一
番
三
号

二

選
定
解
除
の
理
由

令
和
五
年
三
月
十
六
日
付
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
四
号

に
よ
り
東
京
都
指
定
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
さ
れ
た
た

め
三

選
定
解
除
年
月
日

令
和
五
年
三
月
十
六
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
三
十
一
年
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
五
号

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

世
田
谷
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
四
・
四
・
二

十
号
玉
川
野
毛
町
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
一
年
三
月
四
日
か
ら
令
和
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

平
成
三
十
一
年
東
京
都
告
示
第
二
百
五

十
五
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
世
田
谷
区

野
毛
町
一
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地

を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
大
島
九

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

ひ

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化

合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３９０号

警
察
法
（
昭
和
２９年

法
律
第
１６２号

）
第
５３条

の
２
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１１月

１０日
、
警
察
署
協
議
会
委
員
を
次
の
と

お
り
委
嘱
し
た
。

令
和
５
年
１１月

２４日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

警
察
署
協
議
会
名

氏
名

警
視
庁
北
沢
警
察
署
協
議
会

小
杉

文
晴

警
視
庁
巣
鴨
警
察
署
協
議
会

中
米

浩
人

告

示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
漁
調
指
示
第
十
号

東
京
海
区
に
お
け
る
ひ
き
縄
釣
（
釣
糸
及
び
釣
針
を
有
す
る
漁
具

を
、
船
舶
を
使
用
し
て
ひ
き
ま
わ
し
て
行
う
釣
漁
法
を
い
う
。
以
下

「
こ
の
漁
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
水
産
動
物
の
採
捕
に
つ
い
て
、

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

有

元

貴

文

（
採
捕
の
承
認
）

一

こ
の
漁
法
に
よ
り
水
産
動
物
を
採
捕
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
東

京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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な
お
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

㈠

漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
た
め
に
行
う
場
合
又
は
漁
業
従
事
者

が
漁
業
者
の
た
め
に
従
事
し
て
行
う
場
合

㈡

試
験
研
究
機
関
等
が
試
験
研
究
の
た
め
に
行
う
場
合

（
承
認
基
準
）

二

承
認
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
イ
ベ
ン
ト
に
つ

い
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

㈠

こ
の
漁
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
水
産
資
源
の
保
護
培
養

及
び
漁
業
調
整
上
重
大
な
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

㈡

地
元
団
体
が
主
催
又
は
共
催
等
し
て
行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
で

あ
っ
て
、
実
施
及
び
開
催
期
間
に
つ
い
て
、
開
催
根
拠
地
と
な

る
漁
業
協
同
組
合
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

㈢

東
京
都
に
所
在
す
る
漁
港
等
を
根
拠
地
と
し
て
行
わ
れ
る
も

の
㈣

こ
の
漁
法
を
行
う
予
定
海
域
の
関
係
漁
業
協
同
組
合
の
同
意

を
得
て
い
る
こ
と
。

㈤

主
催
者
等
が
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
に
際
し
て
、
法
令
等
の
遵
守

に
係
る
誓
約
を
行
う
こ
と
。

（
採
捕
の
禁
止
）

三

採
捕
の
承
認
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
次
に
掲
げ
る
区
域

及
び
期
間
は
、
こ
の
漁
法
に
よ
る
水
産
動
物
の
採
捕
を
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。

㈠

東
京
都
内
湾
海
域
は
、
周
年
禁
止
と
す
る
。

㈡

東
京
都
内
湾
海
域
を
除
く
東
京
海
区
（
い
ず
れ
も
属
島
及
び

礁
を
含
む
。
）
の
各
島
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
二
千
メ
ー
ト

ル
以
内
の
海
域

㈢

令
和
六
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
及
び
令
和

七
年
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
（
た
だ
し
、
三
宅
島

周
辺
海
域
に
あ
っ
て
は
、
令
和
六
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
五
月

三
十
一
日
ま
で
及
び
八
丈
島
周
辺
海
域
に
あ
っ
て
は
、
同
年
二

月
一
日
か
ら
同
年
四
月
三
十
日
ま
で
）
の
期
間

（
取
扱
要
領
）

四

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
承
認
に
関
す
る
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

五

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
六
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
七

年
一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

◉
東
京
漁
調
指
示
第
十
一
号

東
京
海
区
（
伊
豆
諸
島
海
域
に
限
る
。
）
に
お
け
る
い
か
釣
漁
業

（
あ
お
り
い
か
を
除
く
。
以
下
「
こ
の
漁
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

有

元

貴

文

（
禁
止
操
業
）

一

こ
の
漁
業
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈠

総
ト
ン
数
三
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
す
る
操
業

㈡

ア
ン
カ
ー
（
シ
ー
ア
ン
カ
ー
を
含
む
。
）
等
で
船
舶
（
船
外

機
船
を
除
く
。
）
を
固
定
し
て
行
う
操
業

㈢

敷
設
さ
れ
て
い
る
定
置
漁
具
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
で
行

う
操
業

㈣

い
せ
え
び
刺
し
網
漁
業
又
は
た
か
べ
刺
し
網
漁
業
で
使
用
す

る
漁
具
及
び
こ
れ
ら
の
漁
業
の
操
業
船
舶
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル

以
内
で
行
う
操
業

㈤

各
地
先
共
同
漁
業
権
漁
場
内
に
お
け
る
操
業
。
た
だ
し
、
そ

の
漁
業
権
免
許
を
有
す
る
漁
業
協
同
組
合
か
ら
同
意
を
得
ら
れ

た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

㈥

電
球
の
総
設
備
容
量
が
、
七
千
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
集
魚
灯
を

使
用
す
る
操
業

㈦

令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の

操
業
（
大
島
陸
岸
か
ら
三
海
里
以
内
の
海
域
に
お
け
る
総
ト
ン

数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
の
操
業
を
除
く
。
）

（
承
認
操
業
）

二

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し
て
こ

の
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
、
船
舶
ご
と

に
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

承
認
の
対
象
者

ア

東
京
海
区
（
伊
豆
諸
島
海
域
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前

年
度
に
こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
、
水
揚
げ
し
た
実
績
を
有

す
る
者
（
操
業
実
績
報
告
書
に
よ
り
確
認
で
き
る
者
）

イ

前
年
度
に
承
認
を
受
け
操
業
し
た
も
の
の
、
水
揚
げ
し
た

実
績
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
者
の
所
属
す
る

漁
業
協
同
組
合
及
び
住
所
の
所
在
地
の
都
県
の
水
産
主
務
課

長
に
よ
り
、
承
認
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
漁
業

秩
序
の
遵
守
及
び
漁
業
調
整
上
支
障
が
な
い
こ
と
の
意
見
書

を
提
出
し
、
委
員
会
が
特
に
認
め
た
者

ウ

前
年
度
の
承
認
実
績
は
な
い
も
の
の
、
平
成
二
十
年
度
以

降
に
こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
、
か
つ
、
水
揚
げ
し
た
実
績

を
操
業
実
績
報
告
書
に
よ
り
確
認
で
き
る
者

エ

資
源
の
保
護
培
養
及
び
漁
業
調
整
上
支
障
が
な
く
、
委
員

会
が
特
に
認
め
た
者
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オ

試
験
研
究
機
関

㈡

承
認
隻
数

こ
の
漁
業
の
承
認
で
き
る
隻
数
の
最
高
限
度
は
三
百
十
五
隻

以
内
と
し
、
都
県
別
の
隻
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

東
京
都

百
八
十
隻

神
奈
川
県

十
三
隻

千
葉
県

二
十
一
隻

静
岡
県

八
十
三
隻

青
森
県

三
隻

高
知
県

四
隻

㈢

承
認
を
し
な
い
場
合

ア

申
請
者
以
外
の
者
が
、
実
質
上
当
該
漁
業
の
経
営
を
支
配

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

イ

漁
業
関
係
法
令
又
は
漁
業
秩
序
を
遵
守
す
る
精
神
を
著
し

く
欠
く
者
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ウ

前
年
度
に
こ
の
承
認
の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る

場
合

エ

そ
の
他
委
員
会
が
漁
業
調
整
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
場

合

（
操
業
協
定
等
）

三

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
海
域
に
お
い
て
、
当

該
漁
業
者
と
の
間
又
は
他
種
漁
業
者
と
の
間
で
、
漁
場
競
合
若
し

く
は
操
業
上
の
紛
争
が
発
生
し
た
と
き
は
、
関
係
漁
業
者
と
の
間

で
操
業
協
定
書
を
締
結
す
る
等
、
ト
ラ
ブ
ル
回
避
に
つ
い
て
、
誠

意
あ
る
対
応
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

操
業
に
関
す
る
協
定
等
協
議
が
整
う
ま
で
の
間
は
、
競
合
又
は
紛

争
の
生
じ
な
い
漁
場
に
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

協
定
等
を
締
結
し
な
く
て
も
漁
業
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
等
、
特
に

委
員
会
が
認
め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
承
認
書
の
備
付
け
及
び
操
業
旗
章
の
掲
揚
）

四

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
の
際
、
使
用
す
る
船

舶
ご
と
に
、
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
書
を
所
持
す
る
と
と
も
に
、

委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
旗
章
を
掲
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
の
取
消
し
）

五

次
の
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ

る
。

㈠

承
認
を
受
け
た
者
以
外
の
者
が
、
実
質
上
操
業
を
指
揮
し
て

い
る
と
き
。

㈡

承
認
を
受
け
た
者
が
、
こ
の
承
認
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

㈢

委
員
会
が
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

（
操
業
実
績
報
告
書
の
提
出
義
務
）

六

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
船
舶
ご
と
に
、
令
和
六
年

十
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
実
績
報
告

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
疑
義
が
あ
る

場
合
、
委
員
会
は
、
追
加
の
関
係
書
類
の
提
出
を
指
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
遵
守
事
項
）

七

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
漁
業
調
整
上
委
員
会
が
必
要
と
認
め
、
指
示
し
、
又
は
指

導
し
た
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
）

八

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

九

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
六
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
七

年
一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

◉
東
京
漁
調
指
示
第
十
二
号

東
京
海
区
（
東
京
都
内
湾
海
域
を
除
く
。
）
に
お
け
る
火
光
利
用

と
び
う
お
漁
業
（
集
魚
灯
を
使
用
し
、
船
舶
付
近
に
集
ま
る
と
び
う

お
を
た
も
網
又
は
敷
網
に
よ
り
漁
獲
す
る
漁
業
を
い
う
。
以
下
「
こ

の
漁
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

有

元

貴

文

（
禁
止
操
業
）

一

こ
の
漁
業
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈠

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
す
る
操
業

㈡

い
せ
え
び
刺
し
網
漁
業
又
は
た
か
べ
刺
し
網
漁
業
で
使
用
す

る
漁
具
及
び
こ
れ
ら
の
漁
業
の
操
業
船
舶
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル

以
内
で
行
う
操
業

㈢

電
球
の
総
設
備
容
量
が
、
七
千
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
集
魚
灯
を

使
用
す
る
操
業

（
承
認
操
業
）

二

総
ト
ン
数
三
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し
て
、

こ
の
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
舶
ご
と
に
東
京
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

対
象
船
舶

東
京
都
の
各
支
庁
に
備
え
付
け
る
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
も
の
と
す
る
。
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㈡

承
認
書
の
備
付
け

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
の
際
使
用
す
る
船

舶
ご
と
に
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
書
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

㈢

操
業
実
績
報
告
書
の
提
出
義
務

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
船
舶
ご
と
に
、
令
和
六

年
八
月
三
十
日
ま
で
に
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
実
績
報

告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈣

取
扱
要
領

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

三

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
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